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都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用等に関する計画を定め、全体として調和のとれた市街地を形
成する。
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事業：都市計画推進事業                                

１．都市計画推進事業 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用に関する計画を定め、全体として調和のとれた都市を形

成するため、地区計画などの都市計画決定、市街化調整区域における活性化策の検討、国土利用計画法等に基づく

届出の受理及び審査などを行った。 

 

細事業：都市計画推進事業                             

１．都市計画の決定・変更 

都市計画法に基づき、河内長野市都市計画審議会の審議を経て、次のとおり決定・変更を行った。 

(1)市が決定・変更した都市計画 

都市計画の種類 決定・変更理由 内  容 告示日 

地区計画の決定 市街化調整区域に存する、一定の役

割を終えた公共施設等において、周

辺環境との調和を図ると共に、有効

利用を図りながら、地域の活性化に

資するため地区計画を決定した。 

名称：南花台四丁目南地区 

地区計画 

計画面積：約 2.4ha 

目標：本区域は昭和 50年代に開発

された南花台地区の南端に位置

している、南花台西小学校跡地

である。役割を終えた公共施設

等を地域住民の意向を反映した

地域コミュニティや生涯学習の

場などとして再利用することで

地域の活性化を目標とする。 

制限内容：建築物等の用途・高さ

の最高限度・形態又は色彩その

他の意匠の制限 

平成 26年 

2月 4日 

生産緑地地区の変更 生産緑地地区における買取申出に伴

う制限解除による地区の縮小 

地区数：255→252地区 

面積：71.78→71.25ha 

縮小面積：0.53ha 

平成 25年 

11月 26日 

  

２．市街化調整区域における活性化策の検討 

国道 170号（大阪外環状線）沿道の上原・高向地区は、都市における貴重な農空間として存しているが、大阪

外環状線沿道という特殊性から、沿道部のみが農地転用され虫食い的にロードサービス型の商業施設が立地して

きている。また、営農環境の悪化や後継者問題等の理由により、営農継続が困難な状況になりつつある。このま

ま放置すれば沿道部のみが農地転用され、農地以外の土地利用が難しい土地は耕作放棄地となり、さらに営農環

境の悪化を招く悪循環に陥ることが予想される。 

このようなことから、単に沿道部のみの個別利用ではなく、上原・高向地区全体を見据えた総合的なまちづく

りについて、地元地権者をはじめ、行政や関係者が一体となって協議・検討する場が必要である。 

そこで、都市と農地の調和を図り、大阪外環状線沿道にふさわしい土地利用を検討するため、地権者組織であ

る「上原・高向まちづくり勉強会」の運営を支援するとともに官民協働のまちづくりの必要性や可能性の検討を

行い、当該地区における将来のまちのあり方について一定の方向性を見出すことを目的に必要な支援を行った。 

  平成 25年度にはまちづくり勉強会が 2回開催されたほか、企業アンケート及び農地所有者等アンケートが実施

された。また、取組状況を広く伝えるため、まちづくりニュースが発行された。 


